
 

第1号様式(第6条関係) 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 介護給付費等の支給要否決定等 

根拠法令及び条項 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)第22条 

審
査
基
準 

■有(第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：第7条第2項第 号に該当) 

【内容】(※審査基準を公表する場合のみ記載すること。) 

「介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）」 

P56「１ 支給決定及び地域相談支援給付決定の際の勘案事項」参照 

審査基準 

設定年月日 
平成18年4月1日 

審 査 基 準 

最終変更年月日 
平成26年4月1日 

標準処理期間 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

  期間( 30日～60日 ) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第 号に該当) 

標準処理期間 

設定年月日  
年  月  日 

標準処理期間 

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署      福祉部 障がい福祉課 

備考  

注 審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要が

ない場合は、その旨及び当該法令の定めを審査基準の内容欄に記載すること。 
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Ⅶ 支給決定及び地域相談支援給付決定 

  市町村は、支給申請が行われたときは、当該申請を行った障害者等の障害支援区分又

は障害の種類及び程度、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者又は障害児の

保護者の介護給付費等の受給の状況、サービス等利用計画案その他の厚生労働省令で定

める事項を勘案して、支給の要否を決定する。また、支給決定又は地域相談支援給付決

定を行う場合には、支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間及び障害福祉サービ

ス又は地域相談支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において

介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量（以下「支給量」という。）又は地域相

談支援給付費等を支給する地域相談支援の量（以下「地域相談支援給付量」という。）

を定める。 

 

１ 支給決定及び地域相談支援給付決定の際の勘案事項 

    市町村は、支給申請が行われたときは、次に掲げる事項を勘案して支給の要否を決定

する（法第２２条第１項、法第５１条の７）。 

（１）障害福祉サービス 

    ア 支給決定の際の勘案事項（則第１２条） 

    ① 障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況  

② 障害者等の介護を行う者の状況 

③ 障害者等に関する介護給付費等の受給の状況 

④ 申請に係る障害児が現に障害児通所支援又は指定入所支援を利用している場

合には、その利用状況 

⑤ 申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービ

ス（同法第８条第１項に規定する居宅サービスのうち、同条第２項に規定する訪

問介護、同条第７項に規定する通所介護及び同条第９項に規定する短期入所生活

介護に限る。）を利用している場合には、その利用状況 

⑥ 当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等（③から⑤まで

を除く。）の利用の状況 

⑦ 当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の

具体的内容 

⑧ 当該障害者等の置かれている環境 

⑨ 当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況 

 

イ 当該事項を勘案すべき事項として定める趣旨 

① 障害支援区分又は障害の種類及びその程度その他の心身の状況 
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障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる

標準的な支援の度合を総合的に示す指標であり、介護給付費又は訓練等給付費（共

同生活援助に係るものに限る。）の支給対象となる障害福祉サービスについては、

当該区分を対象者の範囲の要件の一つとしている。したがって、障害支援区分を

認定することとされている障害者に対し、介護給付費又は訓練等給付費（共同生

活援助に係るものに限る。）の支給対象となる障害福祉サービスの支給要否決定

を行うに当たっては、申請者の障害支援区分が当該サービスの利用要件に該当し

ているか否かをまず確認する必要がある。また、障害支援区分が利用要件に該当

しており、支給決定を行おうとする場合には、障害支援区分が障害の多様な特性

や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を段階的に区分している

ことに鑑み、特に居宅介護等の訪問系サービスについては、その区分を勘案して

支給量を定めることが適当である。 

障害児、訓練等給付（共同生活援助に係るものを除く。）の対象となる障害福

祉サービスを利用しようとする障害者については、障害の種類及び程度を勘案す

る。ただし、訓練等給付（共同生活援助及び就労継続支援Ｂ型を除く。以下この

①において同じ。）を利用しようとする障害者については、できる限り障害者本

人の希望を尊重し、暫定的に支給決定を行った上で、実際にサービスを利用した

結果を踏まえて正式の支給決定を行うものとする。また、地域内のサービス資源

に限りがあり、利用希望者が定員枠を超えるような場合には、訓練等給付に関連

する項目の調査結果をスコア化し、暫定支給決定の優先順位を考慮する際の参考

として用いる。 

障害の種類及び程度の勘案に際しては、当該障害者等の身体障害者手帳や療育

手帳等に記載されている障害の状況のみに着目するのではなく、障害があるがゆ

えに日常生活を営むのに支障をきたしている状況等を含めて勘案する。 

なお、「その他の心身の状況」を勘案する場合とは、当該障害者が医療機関

における入院治療が必要なために、障害福祉サービスで対処することが適当で

ない場合等を想定している。このような場合に当たるのではないかと考えられ

るときは、市町村は、申請者の同意を得て当該障害者等の主治医等の医療機関

に問い合わせるほか、申請書に健康診断書の添付を求めることにより確認を行

うこととなる。 

② 介護を行う者の状況 

介護を行う者（障害児にあっては保護者の状況）の有無、年齢、心身の状況及

び就労状況等を勘案して、介護給付費の支給を決定する。 

特に、短期入所については、その介護を行う者の疾病その他の理由により、居



 

- 58 - 

宅（家庭）において介護を受けることが一時的に困難となったことが、支援の要

件となっているところである。ただし、障害者本人の心身の状況等から市町村が

特に必要と認める場合には、介護を行う者の状況にかかわらず、障害者本人の理

由により短期入所に係る介護給付費の支給を行うことは可能である。 

また、障害児に係る居宅介護においては、従来より、重度の障害のため日常生

活を営むのに著しく支障がある障害児本人に着目するだけでなく、障害児の属す

る家庭を対象として、便宜を供与してきたところである。 

短期入所等の介護給付費の支給を決定する際には、介護を行う者の疾病その他

の状況が一時的なものか、継続的なものなのかを勘案して、支給期間を決定する

ことになる。 

なお、当該事項は、介護を行う者がいる場合に居宅介護等の介護給付費の支給

を行わないという趣旨ではない。 

③ 介護給付費等の受給状況 

④ 障害児通所支援又は指定入所支援の利用状況 

⑤ 介護保険給付に係る居宅サービスの利用状況 

⑥ 他の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用状況 

申請されたサービス以外のサービスの利用状況を踏まえ、支給決定により当該

障害者等が全体としてどのようなサービスを受けながら生活することになるのか

を把握した上で支給決定を行う。例えば、居宅介護に係る支給申請の場合、日中

活動系サービスや短期入所に係る受給の状況等を勘案し、支給量の調整等を図る

ことが考えられる。 

また、介護保険給付との適用関係については、従前と同様、介護保険給付が優

先されるため、介護保険の被保険者である障害者については、介護保険給付に係

る居宅サービスの利用状況や利用可能性を勘案する必要がある（詳細は「２ 他

法との給付調整」の（２）を参照。）。 

⑦ 障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容 

当該障害者等が受けようとするサービスの内容、利用目的等、具体的にどのよう

な利用の意向があるのかを勘案して介護給付費等の支給決定を行う。その際、社

会参加の意欲を含め、本人がどのような生活をしていきたいのかを十分考慮する

必要がある。 

⑧ 当該障害者等の置かれている環境 

当該障害者等が居住する住宅の構造（例えば、障害に対応した住宅改修の状況）、

立地や生活環境（例えば、事業所・施設や医療機関までの距離や交通手段）等を

勘案する。 
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    ⑨ 当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備状況 

介護給付費等の支給決定を行うにあたっては、実際に当該障害者等が当該障害

福祉サービスを利用できる見込みがあることが必要であることから、本事項を勘

案することとする。利用の見込みは、障害者等からの利用予定事業者・施設の聴

き取りのほか、障害者又は障害児の保護者からの求めに応じ、あっせん・調整、

要請を行うなどにより判断することとなる。 

当該障害者が入所を希望する施設に空き定員がないなど、サービス利用の見込

みが当面ない場合にあっては、すぐに不支給の決定をするのではなく、申請を受

理したまま、入所調整を継続することが望ましい。 

また、障害者等が、それぞれその障害の種類及び程度等に応じてサービスを利

用できるよう調整するために、本事項を勘案することが必要となる場合も想定さ

れる。 

 

（２）地域相談支援 

ア 地域相談支援給付決定の際の勘案事項（則第３４条の３５） 

    ① 障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況 

② 障害者に関する地域相談支援給付費等の受給状況 

③ 障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等（②を除く。）の利用

の状況 

④ 当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容 

⑤ 当該障害者の置かれている環境 

⑥ 当該申請に係る地域相談支援の提供体制の整備の状況 

イ 当該事項を勘案すべき事項として定める趣旨 

① 障害の種類及び程度その他の心身の状況 

地域相談支援を利用しようとする障害者については、障害支援区分の認定は

要さず、障害の種類及び程度を勘案する。その際、当該障害者の身体障害者手帳

や療育手帳、精神保健福祉手帳等に記載されている障害の状況のみに着目するの

ではなく、障害があるがゆえに日常生活を営むのに支障をきたしている状況等を

含めて勘案する。具体的には、訓練等給付費の対象となる障害福祉サービスを利

用しようとする障害者と同様に、認定調査の調査項目に係る調査をもって障害の

程度を含めた心身の状況を把握する。 

② 地域相談支援給付費等の受給状況 

③ 他の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用状況 

市町村は、申請されたサービス以外のサービスの利用状況を踏まえ、地域相



 

- 60 - 

談支援給付決定により当該障害者が全体としてどのようなサービスを受けなが

ら生活することになるのかを把握した上で地域相談支援給付決定を行う。 

④ 地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容 

当該障害者が受けようとする地域相談支援の内容、利用目的等、具体的にど

のような利用の意向があるのかを勘案して地域相談支援給付決定を行う。特

に、地域移行支援については、地域生活への移行に向けた意欲を含め、本人が

どのような生活をしていきたいのかを十分考慮する必要がある。 

④ 当該障害者等の置かれている環境 

地域移行支援に係る地域相談支援給付決定を行うに当たっては、当該障害者

の入院又は入所している期間、家族関係や地域生活への移行後における生活環

境（例えば、事業所・施設や医療機関までの距離や交通手段）等を勘案する。 

地域定着支援に係る地域相談支援給付決定を行うに当たっては、家族等の同

居の有無、同居している家族等の年齢、心身の状況及び就労状況、同居してい

る家族等による当該障害者への緊急時等において必要となる支援の見込み等

を勘案して、地域相談支援給付決定をする。 

⑤ 当該申請に係る地域相談支援の提供体制の整備の状況 

地域相談支援給付決定を行うに当たっては、実際に当該障害者が当該地域相

談支援を利用できる見込みがあることが必要であることから、障害福祉サービ

スと同様に本事項を勘案することとする。 

 

（３）勘案事項の聴き取り・審査 

勘案事項の聴き取りは、まず申請者本人から市町村の職員が行うことが原則となる。

ただし、本人からだけでは十分な聴き取りが困難である場合、本人の状態をよく知っ

ている者（家族のほか、事業所・施設・精神科病院を利用している者については事業

所・施設・精神科病院職員を含む。）からも聴き取りを行うことが必要な場合がある

ものと考える（障害支援区分に係る認定調査項目の聴き取りについても同様である。）。

また、勘案事項の聴き取り、障害支援区分に係る認定調査項目の聴き取りについて、

公正・中立な立場で業務を実施できるものと認められる指定一般相談支援事業者等

（※）に委託することができる。 

市町村は、申請者から聴き取り等を行った結果を「勘案事項整理票」（様式第２７

号）に記入し（障害支援区分認定に係る概況調査票の記載内容は、勘案事項のうち「イ 

介護を行う者の状況」「ケ 当該障害者等の置かれている環境」に該当するので、必

要に応じて勘案事項整理票に添付又は転記する。）、支給決定又は地域相談支援の基

礎資料とするとともに、その内容を適切に勘案して支給決定又は地域相談支援給付決
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定すること。 

  （※）認定調査の委託先の要件 

     中立かつ公正な立場で調査を行える以下の者に委託が可能。 

① 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者のうち当該市町村

から法第７７条第１項第３号の委託を受けている者 

② 介護保険法に規定する指定市町村事務受託法人 

③ 障害者支援施設（新規認定に係る調査の委託はできない。） 

     調査員は、都道府県が行う障害支援区分認定調査員研修の受講を要件とする。 

 

（４）サービス等利用計画案の勘案 

   市町村は、サービス等利用計画案の提出があった場合には、当該サービス等利用計

画案を勘案して支給決定又は地域相談支援給付決定を行う。 

 

２ 他法との給付調整（法第７条） 

  自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法の規定による介護給付、健康保

険法の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるものの

うち自立支援給付に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度にお

いて、当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自

立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。 

※ 政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立

支援給付に相当するものとは、一例として、国家賠償法に基づく賠償としての給

付が挙げられる。 

   ※ 平成１８年１０月以降、指定障害者支援施設となった国立障害者リハビリテー

ションセンターに入所し、国立職業リハビリテーションセンターにおいて就労移

行支援に相当するサービスを利用することが可能であるが、その場合、当該就労

移行支援に相当するサービスについては、法第７条に規定する「国の負担におい

て自立支援給付に相当するサービスが行われたとき」に該当するものとし、「就

労移行支援」にかかる訓練等給付費の支給は行わないものとする。 

（１）基本的な取扱い 

 ア 政令で定める給付 

令第２条に掲げる給付 

 イ 介護給付費等に係る給付調整 

    支給決定障害者等から介護給付費等の支給申請があった場合は、障害支援区分に

係る認定調査、勘案事項調査等において、介護給付費等の支給が必要となった事情


